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宮崎県告示第 554号

介護保険法（平成９年法律第 123号）第41条第１項本文の規定に

より、次のとおり指定居宅サービス事業者の指定をした。

平成25年９月19日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

サービスの

種 類

指 定

年月日

指 定 居 宅 サ ー ビ ス
事 業 者

指 定 居 宅 サ ー ビ ス
事 業 所

介 護 保

険 事 業

所 番 号
主たる事務
所の所在地

名 称所 在 地名 称

訪問介護平成25年７月１日宮崎県都城市上長
飯町93号１番地

合同会社白百合宮崎県都城市上長
飯町93号１番地

訪問介護事業所つ
くし

4570203101

訪問介護平成25年７月１日宮崎県都城市下水
流町3369番地１

合同会社エンジェ
ルケア

宮崎県都城市都原
町7084番地３

訪問介護エンジェ
ル

4570203119

訪問介護平成25年７月１日宮崎県都城市今町
7904番地 100

峰商事有限会社宮崎県都城市梅北
町 11829番地

ヘルパーステーシ
ョン 峰寿

4570203127

通所介護平成25年７月１日宮崎県えびの市原
田3374番地６

合同会社円卓宮崎県都城市野々
美谷町3505番地３

デイサービスセン
ター 円卓

4570203085

通所介護平成25年７月１日宮崎県都城市今町
7904番地 100

峰商事有限会社宮崎県都城市梅北
町 11829番地

デイサービス 峰
寿

4570203135

通所介護平成25年７月１日宮崎県東諸県郡国
富町岩知野字明久
357番地

社会福祉法人慶明
会

宮崎県日南市飫肥
六丁目６番62号

デイサービスセン
ター 日南ふれあ
いホーム

4570401101

短期入所生活介
護

平成25年７月１日宮崎県児湯郡新富
町下富田字小島江
629番５

社会福祉法人弘成
会

宮崎県児湯郡新富
町下富田 629番地
１

特別養護老人ホー
ムしんとみ希望の
里２号館

4572001362

訪問介護平成25年７月５日宮崎県宮崎市清武
町あさひ一丁目１
番地２

有限会社ひかり苑宮崎県日南市吾田
東２丁目2106番１

日南訪問介護セン
ター

4570401119

訪問介護平成25年７月５日宮崎県宮崎市清武
町あさひ一丁目１
番地２

有限会社ひかり苑宮崎県児湯郡新富
町新田字羽広1928
番１

訪問介護センター
新富

4572001370
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訪問介護平成25年７月８日宮崎県宮崎市清武
町あさひ１丁目１
番地２

有限会社ひかり苑宮崎県日向市竹島
町１番地47

訪問介護センター
竹島

4570601080

通所介護平成25年７月８日宮崎県えびの市原
田3258番地５

株式会社ＯＴ－Ｒ
ｏａｄ

宮崎県えびの市大
明司50番地７

デイサービス活き
がい発電所えびの

4570900383

特定施設入居者
生活介護

平成25年７月15日宮崎県串間市南方
3431－５

社会福祉法人龍口
会

宮崎県串間市西方
3676番地

特定施設入居者生
活介護事業所 幸
せホームあすか

4570700429

短期入所生活介
護

平成25年７月19日宮崎県宮崎市郡司
分丙9273番地

社会福祉法人春光
会

宮崎県児湯郡高鍋
町南高鍋字水谷原
9118番地１

ショートステイ望
み苑

4572001388

訪問介護平成25年７月25日宮崎県児湯郡新富
町新田8515番地１

特定非営利活動法
人みやざきみんな
の家

宮崎県児湯郡新富
町新田8515番地１

ヘルパーステーシ
ョンみんなの家

4572001396

訪問介護平成25年７月31日宮崎県都城市五十
町2394番地５

有限会社ケアハウ
スぬくもりの里

宮崎県都城市五十
町2338番地６

ヘルパーステーシ
ョン おひさま

4570203150

宮崎県告示第 555号

介護保険法（平成９年法律第 123号）第46条第１項本文の規定に

より、次のとおり指定居宅介護支援事業者の指定をした。

平成25年９月19日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

サービスの

種 類

指 定

年月日

指 定 居 宅 介 護 支 援
事 業 者

指 定 居 宅 介 護 支 援
事 業 所

介 護 保

険 事 業

所 番 号
主たる事務
所の所在地

名 称所 在 地名 称

居宅介護支援平成25年７月１日宮崎県宮崎市花殿
町３番16号

株式会社医療介護
支援センター

宮崎県都城市梅北
町4391番地２

居宅介護支援事業
所カイフク

4570203093

居宅介護支援平成25年７月１日宮崎県東諸県郡綾
町北俣 372番地７

有限会社プランニ
ング諸井

宮崎県東諸県郡綾
町北俣 372番地７

プランニング諸井4571900903

居宅介護支援平成25年７月15日宮崎県宮崎市清武
町あさひ一丁目１
番地２

有限会社ひかり苑宮崎県日向市竹島
町１番地47

日向福祉ケアサポ
ート

4570601098

宮崎県告示第 556号

介護保険法（平成９年法律第 123号）第48条第１項第１号の規定

により、次のとおり指定介護老人福祉施設を指定した。

平成25年９月19日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

サービスの

種 類

指 定

年月日

指 定 居 宅 サ ー ビ ス
事 業 者

指 定 居 宅 サ ー ビ ス
事 業 所

介 護 保

険 事 業

所 番 号
主たる事務
所の所在地

名 称所 在 地名 称

介護老人福祉施
設

平成25年７月１日宮崎県児湯郡新富
町下富田字小島江
629番５

社会福祉法人弘成
会

宮崎県児湯郡新富
町下富田 629番地
１

特別養護老人ホー
ムしんとみ希望の
里２号館

4572001362

宮崎県告示第 557号

介護保険法（平成９年法律第 123号）第53条第１項本文の規定に

より、次のとおり指定介護予防サービス事業者の指定をした。

平成25年９月19日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

サービスの指 定
指 定 介 護 予 防
サ ー ビ ス 事 業 者

指 定 介 護 予 防
サ ー ビ ス 事 業 所

介 護 保
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種 類年月日
険 事 業

所 番 号
主たる事務
所の所在地

名 称所 在 地名 称

介護予防訪問介
護

平成25年７月１日宮崎県都城市上長
飯町93号１番地

合同会社白百合宮崎県都城市上長
飯町93号１番地

訪問介護事業所つ
くし

4570203101

介護予防訪問介
護

平成25年７月１日宮崎県都城市下水
流町3369番地１

合同会社エンジェ
ルケア

宮崎県都城市都原
町7084番地３

訪問介護エンジェ
ル

4570203119

介護予防訪問介
護

平成25年７月１日宮崎県都城市今町
7904番地 100

峰商事有限会社宮崎県都城市梅北
町 11829番地

ヘルパーステーシ
ョン 峰寿

4570203127

介護予防通所介
護

平成25年７月１日宮崎県都城市今町
7904番地 100

峰商事有限会社宮崎県都城市梅北
町 11829番地

デイサービス 峰
寿

4570203135

介護予防通所介
護

平成25年７月１日宮崎県東諸県郡国
富町岩知野字明久
357番地

社会福祉法人慶明
会

宮崎県日南市飫肥
六丁目６番62号

デイサービスセン
ター 日南ふれあ
いホーム

4570401101

介護予防短期入
所生活介護

平成25年７月１日宮崎県児湯郡新富
町下富田字小島江
629番５

社会福祉法人弘成
会

宮崎県児湯郡新富
町下富田 629番地
１

特別養護老人ホー
ムしんとみ希望の
里２号館

4572001362

介護予防訪問介
護

平成25年７月５日宮崎県宮崎市清武
町あさひ一丁目１
番地２

有限会社ひかり苑宮崎県日南市吾田
東２丁目2106番１

日南訪問介護セン
ター

4570401119

介護予防訪問介
護

平成25年７月５日宮崎県宮崎市清武
町あさひ一丁目１
番地２

有限会社ひかり苑宮崎県児湯郡新富
町新田字羽広1928
番１

訪問介護センター
新富

4572001370

介護予防訪問介
護

平成25年７月８日宮崎県宮崎市清武
町あさひ１丁目１
番地２

有限会社ひかり苑宮崎県日向市竹島
町１番地47

訪問介護センター
竹島

4570601080

介護予防通所介
護

平成25年７月８日宮崎県えびの市原
田3258番地５

株式会社ＯＴ－Ｒ
ｏａｄ

宮崎県えびの市大
明司50番地７

デイサービス活き
がい発電所えびの

4570900383

介護予防特定施
設入居者生活介
護

平成25年７月15日宮崎県串間市南方
3431－５

社会福祉法人龍口
会

宮崎県串間市西方
3676番地

特定施設入居者生
活介護事業所 幸
せホームあすか

4570700429

介護予防短期入
所生活介護

平成25年７月19日宮崎県宮崎市郡司
分丙9273番地

社会福祉法人春光
会

宮崎県児湯郡高鍋
町南高鍋字水谷原
9118番地１

ショートステイ望
み苑

4572001388

介護予防訪問介

護

平成25年７月25日宮崎県児湯郡新富

町新田8515番地１

特定非営利活動法

人みやざきみんな
の家

宮崎県児湯郡新富
町新田8515番地１

ヘルパーステーシ
ョンみんなの家

4572001396

宮崎県告示第 558号

介護保険法（平成９年法律第 123号）第75条の規定により、指定

居宅サービス事業の廃止について次のとおり届出があった。

平成25年９月19日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

サービスの

種 類

廃 止

年月日

指 定 居 宅 サ ー ビ ス
事 業 者

指 定 居 宅 サ ー ビ ス
事 業 所

介 護 保

険 事 業

所 番 号
主たる事務
所の所在地

名 称所 在 地名 称

訪問介護平成25年７月31日宮崎県都城市都原
町7350番地２

合同会社華宮崎県都城市都原
町7350番地２

訪問介護ステーシ
ョンひなた

4570202731

宮崎県告示第 559号

介護保険法（平成９年法律第 123号）第82条の規定により、指定

居宅介護支援事業の廃止について次のとおり届出があった。

平成25年９月19日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣
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サービスの

種 類

廃 止

年月日

指 定 居 宅 介 護 支 援
事 業 者

指 定 居 宅 介 護 支 援
事 業 所

介 護 保

険 事 業

所 番 号
主たる事務
所の所在地

名 称所 在 地名 称

居宅介護支援平成25年７月24日宮崎県日向市日知
屋字深溝 622番 1
16

社会福祉法人良純
会

宮崎県日向市日知
屋字櫛ノ山1382番
地20

ひむか居宅介護支
援センター

4570600678

宮崎県告示第 560号

介護保険法（平成９年法律第 123号）第 115条の５の規定により

、指定介護予防サービス事業の廃止について次のとおり届出があっ

た。

平成25年９月19日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

サービスの

種 類

廃 止

年月日

指 定 介 護 予 防
サ ー ビ ス 事 業 者

指 定 介 護 予 防
サ ー ビ ス 事 業 所

介 護 保

険 事 業

所 番 号
主たる事務
所の所在地

名 称所 在 地名 称

介護予防訪問介
護

平成25年７月31日宮崎県都城市都原
町7350番地２

合同会社華宮崎県都城市都原
町7350番地２

訪問介護ステーシ
ョンひなた

4570202731

宮崎県告示第 561号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（

平成17年法律第 123号）第54条第２項の規定により、精神通院医療

を行う指定自立支援医療機関を次のとおり指定した。

平成25年９月19日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

宮崎県告示第 562号

道路法（昭和27年法律第 180号）第18条第１項の規定により、道

路の区域を次のとおり変更する。

なお、関係図面は、平成25年９月19日から平成25年10月３日まで

宮崎県県土整備部道路保全課において一般の縦覧に供する。

平成25年９月19日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

宮崎県告示第 563号

道路法（昭和27年法律第 180号）第18条第１項の規定により、道

路の区域を次のとおり変更する。

なお、関係図面は、平成25年９月19日から平成25年10月３日まで

宮崎県県土整備部道路保全課において一般の縦覧に供する。

平成25年９月19日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

宮崎県告示第 564号

道路法（昭和27年法律第 180号）第18条第２項の規定により、道

路の供用を次のとおり開始する。

なお、関係図面は、平成25年９月19日から平成25年10月３日まで

宮崎県県土整備部道路保全課において一般の縦覧に供する。

平成25年９月19日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

指 定
年月日

担当する医療
の種類

所在地名 称

平成25年
９月１日

薬局宮崎市みはな薬局

延 長

（メートル）

敷地の
幅 員

（メートル）

新旧

の別
区 間路線名

道路の

種 類

路線

番号

47．511．6～

64．5

旧日南市南郷

町贄波字丑

牧3220番24

地先から同

市同大字同

字3220番24

地先まで

国道 4

48号

国道

47．511．6～

71．5

新

延 長

（メートル）

敷地の
幅 員

（メートル）

新旧

の別
区 間路線名

道路の

種 類

路線

番号

319．811．2～

43．0

旧延岡市富美

山町 536番

３地先から

同市山月町

５丁目5849

番５地先ま

で

岩戸延

岡線

県道207

319．811．2～

43．0

新

供用開始の期日区 間路線名
道路の

種 類

路線

番号

平成25年９月19日日南市南郷

町贄波字丑

国道 4

48号

国道
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牧3220番24

地先から同

市同大字同

字3220番24

地先まで

宮崎県告示第 565号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和44年法律第

57号）第３条第１項の規定により、次の区域を急傾斜地崩壊危険区

域に指定する。

平成25年９月19日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

１ 鶴ノ前地区

茨 区域の表示

次に掲げる土地に存する標柱１号から標柱９号までを順次結

んだ線、標柱９号と標柱10号を県道八重原延岡線官民地境界線

に沿って結んだ線及び標柱１号と標柱10号を結んだ線により囲

まれた土地の区域

芋 標柱の表示

宮崎県告示第 566号

宅地建物取引業法（昭和27年法律第 176号）第65条第１項及び第

２項の規定による行政処分について、同法第69条第１項及び同条第

２項において準用する同法第16条の15第５項の規定により、次のと

おり公開の聴聞を行う。

平成25年９月19日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

１ 日 時 平成25年９月26日 午前10時

２ 場 所 宮崎市橘通東２丁目10番１号

宮崎県庁本館３階 第一会議室

３ 被聴聞者

茨 商号又は名称 株式会社ドルフィン

芋 代表者氏名 代表取締役 大田川 洋子

鰯 主たる事務所の所在地 日南市吾田西１－12－24－１

允 免許証番号 宮崎県知事芋第4518号

印 免許年月日 平成20年４月８日

行政手続法（平成５年法律第88号）第17条第１項に規定する関係

者が聴聞に参加しようとするときは、聴聞の期日の５日前までに知

事の所管に属する不利益処分に係る聴聞に関する規則（平成６年宮

崎県規則第41号）第４条第１項の規定により、聴聞参加許可申請書

を宮崎県県土整備部建築住宅課に提出しなければならない。

宮崎県告示第 567号

宅地建物取引業法（昭和27年法律第 176号）第68条第２項の規定

による行政処分について、同法第69条第１項及び同条第２項におい

て準用する同法第16条の15第５項の規定により、次のとおり公開の

聴聞を行う。

平成25年９月19日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

１ 日 時 平成25年９月26日 午後１時30分

２ 場 所 宮崎市橘通東２丁目10番１号

宮崎県庁本館３階 第一会議室

３ 被聴聞者

茨 氏名 金丸 敏郎

芋 住所 宮崎市阿波岐原町鳥居原2141－1

鰯 登録番号 宮崎県知事 第4451号

允 登録年月日 平成14年１月16日

行政手続法（平成５年法律第88号）第17条第１項に規定する関係

者が聴聞に参加しようとするときは、聴聞の期日の５日前までに知

事の所管に属する不利益処分に係る聴聞に関する規則（平成６年宮

崎県規則第41号）第４条第１項の規定により、聴聞参加許可申請書

を宮崎県県土整備部建築住宅課に提出しなければならない。

宮崎県告示第 568号

宮崎県収入証紙条例施行規則（昭和39年宮崎県規則第11号）第11

条第５項の規定により、収入証紙売りさばき人から次のとおり変更

の届出があった。

平成25年９月19日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条第２項の規

定により、大規模小売店舗の変更に関する届出があったので、届出

書その他関係書類を次のとおり縦覧に供する。

なお、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活

環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、本日

から４月以内に宮崎県知事に意見書を提出することができる。

平成25年９月19日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地

コープ大塚

宮崎市大塚町地蔵田4681番地

２ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法

人にあっては代表者の氏名

生活協同組合コープみやざき 代表理事 亀田高秀

宮崎市瀬頭二丁目10番26号

標 柱 の 存 す る 土 地標柱番号

東臼杵郡門川町大字川内字鶴ノ前1955－１1

〃 〃 〃 〃 19682

〃 〃 〃 〃 19683

〃 〃 〃 〃 19644

〃 〃 〃 〃 1948－３5

〃 〃 〃 〃 1948－１6

〃 〃 〃 〃 1949－５7

〃 〃 〃 〃 1929－３8

〃 〃 〃 〃 1953－１9

〃 〃 〃 〃 1955－４10

変 更

年 月 日

変 更 後変 更 前

売りさばき

人の名称

売りさばき

をする場所

売りさばき

人の名称

売りさばき

をする場所

平成25年

６月25日

株式会社オ

ファサポー

ト

宮崎市大字

島之内古川

3535番地２

株式会社オ

ファサポー

ト

宮崎市大字

島之内 102

16番地

公公 告告
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３ 変更しようとする事項

茨 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

① 駐車場の位置及び収容台数

（変更前）建物敷地南西側（駐車場№１） 36台

建物敷地西側（駐車場№２） 39台

建物屋上（駐車場№３） 71台

合計 146台

（変更後）建物敷地南西側（駐車場№１） 27台

建物敷地西側（駐車場№２） 37台

建物屋上（駐車場№３） 82台

合計 146台

② 駐輪場の位置及び収容台数

（変更前）建物南側（駐輪場№１） ８台

建物敷地西側（駐輪場№２） 12台

合計 20台

（変更後）建物南側（駐輪場№１） 10台

建物敷地西側（駐輪場№２） 13台

合計 23台

芋 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

① 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉

店時刻

（変更前）午前10時から午後８時まで

（変更後）午前９時から午後９時まで

② 来客が駐車場を利用することができる時間帯

（変更前）午前９時30分から午後８時30分まで

（変更後）午前８時30分から午後９時30分まで

４ 変更する年月日

平成25年９月10日

５ 変更する理由

営業施策のため

６ 届出年月日

平成25年９月９日

７ 届出書その他関係書類の縦覧場所及び期間

茨 場所

宮崎県商工観光労働部商工政策課、宮崎県西臼杵支庁総務課

、宮崎県日南県税・総務事務所総務商工センター、宮崎県都城

県税・総務事務所総務商工センター及び宮崎県延岡県税・総務

事務所総務商工センター

芋 期間

平成25年９月19日から平成26年１月20日まで

８ 意見書の提出先及び期間

茨 提出先

宮崎県商工観光労働部商工政策課

芋 期間

平成25年９月19日から平成26年１月20日まで

９ 意見書の記載事項

意見書には、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地

域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見ととも

に、意見書提出者の氏名又は名称及び住所並びに当該大規模小売

店舗の名称を日本語により記載すること。

大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）附則第５条第１項

の規定により、大規模小売店舗の変更に関する届出があったので、

届出書その他関係書類を次のとおり縦覧に供する。

なお、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活

環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、本日

から４月以内に宮崎県知事に意見書を提出することができる。

平成25年９月19日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地

生活協同組合コープみやざき浜町店

延岡市浜町5114番地３ 外

２ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法

人にあっては代表者の氏名

生活協同組合コープみやざき 代表理事 亀田高秀

宮崎市瀬頭二丁目10番26号

３ 変更しようとする事項

大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

① 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉

店時刻

（変更前）生活協同組合コープみやざき

開店時刻 午前10時 閉店時刻 午後８時

株式会社大創産業

開店時刻 午前10時 閉店時刻 午後８時

株式会社しまむら

開店時刻 午前10時 閉店時刻 午後７時

（変更後）生活協同組合コープみやざき

開店時刻 午前10時 閉店時刻 午後９時30

分

株式会社大創産業

開店時刻 午前10時 閉店時刻 午後９時30

分

株式会社しまむら

開店時刻 午前10時 閉店時刻 午後９時30

分

② 来客が駐車場を利用することができる時間帯

（変更前）午前９時30分から午後８時30分まで

（変更後）午前９時30分から午後10時まで

③ 駐車場の自動車の出入口の数及び位置

（変更前）５箇所 敷地南側及び南西側、敷地北西側、敷

地外南西側従業員駐車場通路北側並びに敷地外

南西側従業員駐車場通路南側（駐車場№１）

１箇所 敷地外南側駐車場北側（駐車場№２）

（変更後）６箇所 敷地南側及び南西側、敷地北西側、敷

地外南西側従業員駐車場通路北側並びに敷地外

南西側従業員駐車場通路南側（駐車場№１）

１箇所 敷地外南側駐車場北側（駐車場№２）

④ 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

（変更前）午前６時から午後７時まで（荷さばき施設№１

）

午前６時から午後６時まで（荷さばき施設№２

）

（変更後）午前６時から午後９時まで（荷さばき施設№１

及び２）

４ 変更する年月日

平成25年９月10日

５ 上記３の変更に係るもの以外の事項

茨 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び
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住所並びに法人にあっては代表者の氏名

生活協同組合コープみやざき 代表理事 亀田高秀

宮崎市瀬頭二丁目10番26号

株式会社大創産業 代表取締役 矢野博丈

広島県東広島市西条吉行東一丁目４番14号

株式会社しまむら 代表取締役 野中正人

埼玉県さいたま市北区宮原町二丁目19番４号

芋 大規模小売店舗内の店舗面積の合計

3，150㎡

鰯 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

① 駐車場の位置及び収容台数

敷地西側（駐車場№１） 136台

敷地外南側（駐車場№２） 45台

合計 181台

② 駐輪場の位置及び収容台数

Ａ棟西側 17台

Ａ棟北西側 10台

Ｂ棟南西側 12台

合計 39台

③ 荷さばき施設の位置及び面積

Ａ棟南東側 288．79㎡

Ｂ棟北西側 94．27㎡

合計 383．06㎡

④ 廃棄物等の保管施設の位置及び容量

Ａ棟内東側 7．78逢

Ａ棟内東側 7．78逢

Ａ棟内東側 12．96逢

Ａ棟内東側 6．55逢

Ｂ棟内西側 17．76逢

合計 52．83逢

６ 届出年月日

平成25年９月９日

７ 届出書その他関係書類の縦覧場所及び期間

茨 場所

宮崎県商工観光労働部商工政策課、宮崎県西臼杵支庁総務課

、宮崎県日南県税・総務事務所総務商工センター、宮崎県都城

県税・総務事務所総務商工センター及び宮崎県延岡県税・総務

事務所総務商工センター

芋 期間

平成25年９月19日から平成26年１月20日まで

８ 意見書の提出先及び期間

茨 提出先

宮崎県商工観光労働部商工政策課

芋 期間

平成25年９月19日から平成26年１月20日まで

９ 意見書の記載事項

意見書には、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地

域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見ととも

に、意見書提出者の氏名又は名称及び住所並びに当該大規模小売

店舗の名称を日本語により記載すること。

国土調査法（昭和26年法律第 180号）第19条第２項の規定により

、次のとおり地籍調査に係る地図及び簿冊を認証した。

平成25年９月19日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

１ 地籍調査を行った者の名称

日南市

２ 地籍調査を行った期間

平成22年５月１日から平成25年２月19日

３ 地籍調査を行った地域

日南市大字塚田の一部

４ 認証年月日

平成25年９月９日

国土調査法（昭和26年法律第 180号）第19条第２項の規定により

、次のとおり地籍調査に係る地図及び簿冊を認証した。

平成25年９月19日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

１ 地籍調査を行った者の名称

日南市

２ 地籍調査を行った期間

平成22年５月１日から平成25年２月19日

３ 地籍調査を行った地域

日南市大字宮浦の一部

４ 認証年月日

平成25年９月９日

国土調査法（昭和26年法律第 180号）第19条第２項の規定により

、次のとおり地籍調査に係る地図及び簿冊を認証した。

平成25年９月19日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

１ 地籍調査を行った者の名称

北諸県郡三股町

２ 地籍調査を行った期間

平成18年５月１日から平成25年２月22日

３ 地籍調査を行った地域

北諸県郡三股町大字蓼池の一部

４ 認証年月日

平成25年９月９日

土地改良法（昭和24年法律第 195号）第87条の３第１項の規定に

より、中津留地区県営土地改良事業（日南市、経営体育成基盤整備

事業）に係る土地改良事業計画を変更する。

なお、関係書類を次のとおり縦覧する。

平成25年９月19日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

１ 縦覧に供する書類

変更に係る土地改良事業計画書写し

２ 縦覧期間

平成25年９月19日から平成25年10月21日まで

３ 縦覧場所

日南市役所農村整備課内

落札者等の公告

一般競争入札により落札者を決定したので、次のとおり公示する

。

平成25年９月19日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣
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１ 落札に係る調達件名

トナーカートリッジほか22品目

２ 契約に関する事務を担当する部局等の名称及び所在地

宮崎県警察本部警務部会計課 宮崎市旭１丁目８番28号

３ 落札者を決定した日

平成25年８月１日

４ 落札者の氏名及び住所

株式会社システム開発 代表取締役 原野 茂盛

宮崎市大橋３丁目 101番地１号

５ 落札金額

22，104，075円（消費税込み。）

６ 契約の相手方を決定した手続

一般競争入札

７ 一般競争入札の公告を行った日

平成25年６月17日
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